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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和５年１月１９日（令和５年（行情）諮問第３４号） 

答申日：令和６年１月２５日（令和５年度（行情）答申第６２６号） 

事件名：たちかぜアンケート事案に係る懲戒手続に関し平成２５年に海幕服務

室が作成した文書の一部開示決定に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

つき，別紙の２に掲げる７５８文書（以下「本件対象文書」という。）を

特定し，一部開示した決定については，本件対象文書を特定したことは，

妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和２年１１月２７日付け防官文第１

８７２５号により，防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消し

及び文書の再特定・全部開示の決定を求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）審査請求書 

ア 防衛事務次官通達「自衛隊法施行規則第８５条（懲戒手続の特例）

の規定に基づき審理を省略する場合の留意事項について」（防人服第

８０９号 ２０．１．２８）３（１）に基づく，「審理の意義や懲戒

手続の内容を記載した書面」が無いのはおかしい。特に，電子データ

さえ無いのはおかしい。電子データが無ければ，懲戒事件が生起する

たび，被疑者への被疑事実通知書の送付に際して，「審理の意義や懲

戒手続の内容を記載した書面」をゼロから作り直さなければならない。

そんな面倒なことを避けるため，以前の事件で使った電子データを残

しておくはずである。 

イ また，平成２４年から平成２６年にかけて，たちかぜ公益通報者の

懲戒処分が検討された際，海幕法務室等から，たちかぜ公益通報者を

厳罰に処することを求める要望書・意見書のようなものが提出された

ということであり，それがあるはずである。 

（２）意見書 

ア はじめに 
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まず本来，諮問は審査請求から９０日以内に為されなければならな

いところ，約２年もかかったことに抗議する。昨今の情報公開・個

人情報保護審査会の答申では，付言で諮問庁の諮問遅れを指摘する

かどうかの分水嶺は５年前後になっているようである。防衛省が５

年～６年の諮問遅れを平気でやるので審査会の感覚も麻痺している

のかもしれないが，本来の限度は「９０日」であることを忘れない

で頂きたい。防衛省は，平成１７年の関係省庁申合せにおける９０

日の限度を「空文化」できればしめたものと考えており，残念なが

ら審査会は，それに「はまって」いる。特に第４部会は，令和４年

から，５年前後の諮問遅れがあっても付言で指摘しなくなり，防衛

省の諮問遅れに事実上「お墨付き」を与えてしまっている。第４部

会は，諮問遅れの容認のほか，諮問庁が防衛省の場合，審査請求人

が対象文書を具体的に指摘しても無視する・過去の防衛省の主張と

矛盾する文書が見つかっても無視する…といったことをしており，

防衛省に対する特別な好意でもあるのかと憂慮される。 

イ 開示請求について 

本件理由説明書をはじめ，諮問庁の理由説明書には，いつも「上記

２のとおり，作成又は取得しておらず，所要の探索を行ったにもか

かわらず保有を確認できなかった…」とか，「本件対象文書が本件

開示請求に係る行政文書として確認できたものの全てであり…」と

いった決まり文句が書かれているが，審査請求人が審査請求で指摘

した点に対して具体的に反論して頂きたい。 

そうでないと，理由説明書を受けた意見書において，十分な再反論

ができない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものである。 

本件開示請求については，法１１条に規定する開示決定等の期限の特例

を適用し，まず，別紙の２（１）に掲げる各文書（以下「先行開示文書」

という。）について，法５条１号及び６号ニに該当する部分を不開示とす

る一部開示決定処分（以下「先行処分」という。）を行った後，令和２年

１１月２７日付け防官文第１８７２５により，別紙の２（２）に掲げる本

件対象文書について，法５条１号，２号イ及び６号ニに該当する部分を不

開示とする原処分を行った。 

本件審査請求は，原処分に対して提起されたものである。 

なお，本件審査請求について，審査請求が提起されてから審査会への諮

問を行うまでに約２年を要しているが，その間多数の開示請求に加え，開

示請求の件数を大幅に上回る大量の審査請求が提起され，それらにも対応
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しており，諮問を行うまでに長期間を要したものである。 

２ 法５条該当性について 

原処分において，不開示とした部分及び不開示とした理由は，別表（省

略）のとおりであり，本件対象文書のうち，法５条１号，２号イ及び６号

ニに該当する部分を不開示とした。 

３ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，上記第２の２を理由として，先行処分で特定した文書及

び本件対象文書以外の文書の特定を求めるが，先行処分で特定した文書及

び本件対象文書が本件開示請求に係る行政文書として確認できたものの全

てであり，本件審査請求を受け，念のため，先行処分で特定した文書及び

本件対象文書以外に本件開示請求に該当する行政文書を保有していないか

改めて探索を行い，それらが全てであることを確認した。 

よって，審査請求人の主張には理由がなく，原処分を維持することが妥

当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和５年１月１９日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年２月２７日    審査請求人から意見書を収受 

④ 同年１２月１９日   審議 

⑤ 令和６年１月１９日  審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示文書について 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものである。 

処分庁は，別紙の２（２）に掲げる本件対象文書を特定し，法５条１号，

２号イ及び６号ニに該当する部分を不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は原処分の取消し及び文書の再特定・全部開示

決定を求める旨主張するが，審査請求書の内容に鑑みれば，具体的には本

件請求文書に該当する文書の再特定を求めるものと解される。 

諮問庁は，本件対象文書を特定した原処分を妥当としていることから，

以下，本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定の妥当性について，当審査会事務局職員をして諮

問庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

ア 審査請求人は，平成２５年に海上幕僚監部服務室（以下「海幕服務

室」という。）において作成した「たちかぜアンケート事案に係る懲

戒の手続きに関する業務」の文書を求めていることから，海幕服務室

及び関係部署において執務室内の机，書庫及びパソコン上のファイル
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等の探索を行い，本件請求文書に該当する文書として，別紙の２に掲

げる先行開示文書（３文書）及び本件対象文書（７５８文書）を特定

したものであり，当該文書以外に本件請求文書に該当する文書は保有

していない。 

イ 審査請求人は，審査請求書において本件請求文書に該当する文書と

して上記第２の２（１）ア及びイが存在するはずであると主張するが，

同ア及びイについては，これと同旨の対象文書を求めた別件開示請求

に対する令和４年度（行情）答申第２０２号（以下「先例答申Ａ」と

いう。）及び令和５年度（行情）答申第５１５号（以下「先例答申Ｂ」

という。）において，いずれも保有しているとは認められないとの判

断を得ているところであり，審査請求人の主張に理由はない。 

ウ 本件審査請求を受け，念のため上記アと同様の探索を行ったものの，

先行開示文書及び本件対象文書以外に本件請求文書に該当する文書は

確認できなかった。 

（２）審査請求人が本件請求文書に該当すると主張する文書について，当審

査会において，改めて審議したところ，先例答申Ａ及び先例答申Ｂにお

ける対象文書の保有の有無に係る判断を変更すべき事情の変化は認めら

れないことから，これと同一の判断に至った。その判断の理由は別紙の

３及び４のとおりである。 

また，先行開示文書及び本件対象文書の外に本件請求文書に該当する

文書を保有していないなどとする諮問庁の上記（１）アの説明は特段不

自然・不合理とはいえず，これを覆すに足りる特段の事情も認められな

い。 

さらに，上記第３の３並びに上記（１）ア及びイの探索の範囲等も不

十分とはいえず，他に本件請求文書に該当する文書の存在をうかがわせ

る事情も見いだせないことから，防衛省において，先行開示文書及び本

件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書を保有しているとは認め

られない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，一部開示した決定については，防衛省において，先行開示文書及び本

件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有していると

は認められないので，本件対象文書を特定したことは，妥当であると判断

した。 

（第２部会） 
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委員 白井玲子，委員 太田匡彦，委員 佐藤郁美 
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別紙 

 

１（本件請求文書） 

 

平成２５年に海幕服務室（員）が作成した文書で，海幕服務室に現存する

もの一切。（「文書」には紙媒体のほか電子データを含み，「海幕服務室に

現存する」とは，物理的に現存する場合のほか，電子データとして服務室

（員）の管理する領域に存在する場合を含む。）（たちかぜアンケート事案

に係る懲戒の手続きに関する業務） 

 

 

２（本件対象文書を含む文書） 

 

（１）先行開示文書 

文書１ 申立却下通知書（２５．３．２５） 

文書２ 口頭注意書（２５．３．２８） 

文書３ 訓戒書（２５．１２．１３） 

 

（２）本件対象文書 

文書１ 調査報告書１ 

文書２ 調査報告書２ 

文書３ 調査報告書３ 

文書４ 調査報告書４ 

文書５ 調査報告書５ 

文書６ 調査報告書６ 

文書７ 調査報告書７ 

文書８ 調査報告書８ 

文書９ 調査報告書９ 

文書１０ 調査報告書１０ 

文書１１ 調査報告書１１ 

文書１２ 調査報告書１２ 

文書１３ 調査報告書１３ 

文書１４ 調査報告書１４ 

文書１５ 調査報告書１５ 

文書１６ 調査報告書１６ 

文書１７ 調査報告書１７ 

文書１８ 調査報告書１８ 

文書１９ 調査報告書１９ 
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文書２０ 調査報告書２０ 

文書２１ 調査報告書２１ 

文書２２ 調査報告書２２ 

文書２３ 調査報告書２３ 

文書２４ 調査報告書２４ 

文書２５ 調査報告書２５ 

文書２６ 調査報告書２６ 

文書２７ 調査報告書２７ 

文書２８ 調査報告書２８ 

文書２９ 調査報告書２９ 

文書３０ 調査報告書３０ 

文書３１ 調査報告書３１ 

文書３２ 調査報告書３２ 

文書３３ 調査報告書３３ 

文書３４ 調査報告書３４ 

文書３５ 調査報告書３５ 

文書３６ 調査報告書３６ 

文書３７ 調査報告書３７ 

文書３８ 調査報告書３８ 

文書３９ 調査報告書３９ 

文書４０ 調査報告書４０ 

文書４１ 調査報告書４１ 

文書４２ 調査報告書４２ 

文書４３ 調査報告書４３ 

文書４４ 調査報告書４４ 

文書４５ 調査報告書４５ 

文書４６ 調査報告書４６ 

文書４７ 調査報告書４７ 

文書４８ 調査報告書４８ 

文書４９ 調査報告書４９ 

文書５０ 調査報告書５０ 

文書５１ 調査報告書５１ 

文書５２ 調査報告書５２ 

文書５３ 調査報告書５３ 

文書５４ 調査報告書５４ 

文書５５ 調査報告書５５ 

文書５６ 調査報告書５６ 

文書５７ 調査報告書５７ 
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文書５８ 調査報告書５８ 

文書５９ 調査報告書５９ 

文書６０ 調査報告書６０ 

文書６１ 調査報告書６１ 

文書６２ 調査報告書６２ 

文書６３ 調査報告書６３ 

文書６４ 調査報告書６４ 

文書６５ 調査報告書６５ 

文書６６ 調査報告書６６ 

文書６７ 調査報告書６７ 

文書６８ 調査報告書６８ 

文書６９ 調査報告書６９ 

文書７０ 調査報告書７０ 

文書７１ 調査報告書７１ 

文書７２ 調査報告書７２ 

文書７３ 調査報告書７３ 

文書７４ 調査報告書７４ 

文書７５ 調査報告書７５ 

文書７６ 調査報告書７６ 

文書７７ 調査報告書７７ 

文書７８ 調査報告書７８ 

文書７９ 調査報告書７９ 

文書８０ 調査報告書８０ 

文書８１ 調査報告書８１ 

文書８２ 調査報告書８２ 

文書８３ 調査報告書８３ 

文書８４ 調査報告書８４ 

文書８５ 調査報告書８５ 

文書８６ 調査報告書８６ 

文書８７ 調査報告書８７ 

文書８８ 調査報告書８８ 

文書８９ 調査報告書８９ 

文書９０ 調査報告書９０ 

文書９１ 調査報告書９１ 

文書９２ 調査報告書９２ 

文書９３ 調査報告書９３ 

文書９４ 調査報告書９４ 

文書９５ 調査報告書９５ 
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文書９６ 調査報告書９６ 

文書９７ 調査報告書９７ 

文書９８ 調査報告書９８ 

文書９９ 調査報告書９９ 

文書１００ 調査報告書１００ 

文書１０１ 調査報告書１０１ 

文書１０２ 調査報告書１０２ 

文書１０３ 調査報告書１０３ 

文書１０４ 調査報告書１０４ 

文書１０５ 調査報告書１０５ 

文書１０６ 調査報告書１０６ 

文書１０７ 調査報告書１０７ 

文書１０８ 調査報告書１０８ 

文書１０９ 調査報告書１０９ 

文書１１０ 調査報告書１１０ 

文書１１１ 調査報告書１１１ 

文書１１２ 調査報告書１１２ 

文書１１３ 調査報告書１１３ 

文書１１４ 調査報告書１１４ 

文書１１５ 調査報告書１１５ 

文書１１６ 調査報告書１１６ 

文書１１７ 調査報告書１１７ 

文書１１８ 調査報告書１１８ 

文書１１９ 調査報告書１１９ 

文書１２０ 調査報告書１２０ 

文書１２１ 調査報告書１２１ 

文書１２２ 調査報告書１２２ 

文書１２３ 調査報告書１２３ 

文書１２４ 調査報告書１２４ 

文書１２５ 調査報告書１２５ 

文書１２６ 調査報告書１２６ 

文書１２７ 調査報告書１２７ 

文書１２８ 調査報告書１２８ 

文書１２９ 調査報告書１２９ 

文書１３０ 調査報告書１３０ 

文書１３１ 調査報告書１３１ 

文書１３２ 調査報告書１３２ 

文書１３３ 調査報告書１３３ 
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文書１３４ 調査報告書１３４ 

文書１３５ 調査報告書１３５ 

文書１３６ 調査報告書１３６ 

文書１３７ 調査報告書１３７ 

文書１３８ 調査報告書１３８ 

文書１３９ 調査報告書１３９ 

文書１４０ 調査報告書１４０ 

文書１４１ 調査報告書１４１ 

文書１４２ 調査報告書１４２ 

文書１４３ 調査報告書１４３ 

文書１４４ 調査報告書１４４ 

文書１４５ 調査報告書１４５ 

文書１４６ 調査報告書１４６ 

文書１４７ 調査報告書１４７ 

文書１４８ 調査報告書１４８ 

文書１４９ 調査報告書１４９ 

文書１５０ 調査報告書１５０ 

文書１５１ 調査報告書１５１ 

文書１５２ 調査報告書１５２ 

文書１５３ 調査報告書１５３ 

文書１５４ 調査報告書１５４ 

文書１５５ 調査報告書１５５ 

文書１５６ 調査報告書１５６ 

文書１５７ 調査報告書１５７ 

文書１５８ 調査報告書１５８ 

文書１５９ 調査報告書１５９ 

文書１６０ 調査報告書１６０ 

文書１６１ 調査報告書１６１ 

文書１６２ 調査報告書１６２ 

文書１６３ 調査報告書１６３ 

文書１６４ 調査報告書１６４ 

文書１６５ 調査報告書１６５ 

文書１６６ 調査報告書１６６ 

文書１６７ 調査報告書１６７ 

文書１６８ 調査報告書１６８ 

文書１６９ 調査報告書１６９ 

文書１７０ 調査報告書１７０ 

文書１７１ 調査報告書１７１ 
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文書１７２ 調査報告書１７２ 

文書１７３ 調査報告書１７３ 

文書１７４ 調査報告書１７４ 

文書１７５ 調査報告書１７５ 

文書１７６ 調査報告書１７６ 

文書１７７ 調査報告書１７７ 

文書１７８ 調査報告書１７８ 

文書１７９ 調査報告書１７９ 

文書１８０ 調査報告書１８０ 

文書１８１ 調査報告書１８１ 

文書１８２ 調査報告書１８２ 

文書１８３ 調査報告書１８３ 

文書１８４ 調査報告書１８４ 

文書１８５ 調査報告書１８５ 

文書１８６ 調査報告書１８６ 

文書１８７ 調査報告書１８７ 

文書１８８ 調査報告書１８８ 

文書１８９ 調査報告書１８９ 

文書１９０ 調査報告書１９０ 

文書１９１ 調査報告書１９１ 

文書１９２ 調査報告書１９２ 

文書１９３ 調査報告書１９３ 

文書１９４ 調査報告書１９４ 

文書１９５ 調査報告書１９５ 

文書１９６ 調査報告書１９６ 

文書１９７ 調査報告書１９７ 

文書１９８ 調査報告書１９８ 

文書１９９ 調査報告書１９９ 

文書２００ 調査報告書２００ 

文書２０１ 調査報告書２０１ 

文書２０２ 調査報告書２０２ 

文書２０３ 調査報告書２０３ 

文書２０４ 調査報告書２０４ 

文書２０５ 調査報告書２０５ 

文書２０６ 調査報告書２０６ 

文書２０７ 調査報告書２０７ 

文書２０８ 調査報告書２０８ 

文書２０９ 調査報告書２０９ 
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文書２１０ 調査報告書２１０ 

文書２１１ 調査報告書２１１ 

文書２１２ 調査報告書２１２ 

文書２１３ 調査報告書２１３ 

文書２１４ 調査報告書２１４ 

文書２１５ 調査報告書２１５ 

文書２１６ 調査報告書２１６ 

文書２１７ 調査報告書２１７ 

文書２１８ 調査報告書２１８ 

文書２１９ 調査報告書２１９ 

文書２２０ 調査報告書２２０ 

文書２２１ 調査報告書２２１ 

文書２２２ 認定理由書１ 

文書２２３ 認定理由書２ 

文書２２４ 認定理由書３ 

文書２２５ 認定理由書４ 

文書２２６ 認定理由書５ 

文書２２７ 認定理由書６ 

文書２２８ 認定理由書７ 

文書２２９ 認定理由書８ 

文書２３０ 認定理由書９ 

文書２３１ 認定理由書１０ 

文書２３２ 認定理由書１１ 

文書２３３ 認定理由書１２ 

文書２３４ 認定理由書１３ 

文書２３５ 認定理由書１４ 

文書２３６ 懲戒補佐官意見書１ 

文書２３７ 懲戒補佐官意見書２ 

文書２３８ 懲戒補佐官意見書３ 

文書２３９ 懲戒補佐官意見書４ 

文書２４０ 懲戒補佐官意見書５ 

文書２４１ 懲戒補佐官意見書６ 

文書２４２ 懲戒補佐官意見書７ 

文書２４３ 懲戒補佐官意見書８ 

文書２４４ 懲戒補佐官意見書９ 

文書２４５ 懲戒補佐官意見書１０ 

文書２４６ 懲戒補佐官意見書１１ 

文書２４７ 懲戒補佐官意見書１２ 
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文書２４８ 懲戒補佐官意見書１３ 

文書２４９ 懲戒補佐官意見書１４ 

文書２５０ 懲戒補佐官意見書１５ 

文書２５１ 懲戒補佐官意見書１６ 

文書２５２ 懲戒補佐官意見書１７ 

文書２５３ 懲戒補佐官意見書１８ 

文書２５４ 懲戒補佐官意見書１９ 

文書２５５ 口頭注意書について 

文書２５６ 口頭注意書について（起案用紙のみ） 

文書２５７ 被疑事実について１ 

文書２５８ 被疑事実について２ 

文書２５９ 被疑事実について（起案用紙のみ） 

文書２６０ 被疑事実について３ 

文書２６１ 被疑事実について４ 

文書２６２ 被疑事実について５ 

文書２６３ 被疑事実について６ 

文書２６４ 被疑事実について７ 

文書２６５ 被疑事実について８ 

文書２６６ 被疑事実通知書について 

文書２６７ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）１ 

文書２６８ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）２ 

文書２６９ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）３ 

文書２７０ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）４ 

文書２７１ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）５ 

文書２７２ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）６ 

文書２７３ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）７ 

文書２７４ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）８ 

文書２７５ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）９ 

文書２７６ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）１０ 

文書２７７ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）１１ 

文書２７８ 被疑事実通知書について（起案用紙のみ）１２ 

文書２７９ 被疑事実通知書１ 

文書２８０ 被疑事実通知書２ 

文書２８１ 被疑事実通知書３ 

文書２８２ 被疑事実通知書４ 

文書２８３ 被疑事実通知書５ 

文書２８４ 被疑事実通知書６ 

文書２８５ 被疑事実通知書７ 
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文書２８６ 被疑事実通知書８ 

文書２８７ 被疑事実通知書９ 

文書２８８ 被疑事実通知書１０ 

文書２８９ 被疑事実通知書１１ 

文書２９０ 被疑事実通知書１２ 

文書２９１ 被疑事実通知書１３ 

文書２９２ 被疑事実通知書１４ 

文書２９３ 被疑事実通知書１５ 

文書２９４ 被疑事実通知書１６ 

文書２９５ 被疑事実通知書１７ 

文書２９６ 被疑事実通知書１８ 

文書２９７ 被疑事実通知書１９ 

文書２９８ 被疑事実通知書２０ 

文書２９９ 被疑事実通知書２１ 

文書３００ 被疑事実通知書２２ 

文書３０１ 被疑事実通知書２３ 

文書３０２ 被疑事実通知書２４ 

文書３０３ 被疑事実通知書２５ 

文書３０４ 被疑事実通知書２６ 

文書３０５ 被疑事実通知書２７ 

文書３０６ 被疑事実通知書２８ 

文書３０７ 被疑事実通知書２９ 

文書３０８ 被疑事実通知書３０ 

文書３０９ 被疑事実通知書３１ 

文書３１０ 被疑事実通知書３２ 

文書３１１ 被疑事実通知書３３ 

文書３１２ 被疑事実通知書３４ 

文書３１３ 被疑事実通知書３５ 

文書３１４ 被疑事実通知書３６ 

文書３１５ 被疑事実通知書３７ 

文書３１６ 被疑事実通知書３８ 

文書３１７ 被疑事実通知書３９ 

文書３１８ 被疑事実通知書４０ 

文書３１９ 被疑事実通知書４１ 

文書３２０ 被疑事実通知書４２ 

文書３２１ 被疑事実通知書４３ 

文書３２２ 被疑事実通知書４４ 

文書３２３ 被疑事実通知書４５ 
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文書３２４ 被疑事実通知書４６ 

文書３２５ 被疑事実通知書４７ 

文書３２６ 被疑事実通知書４８ 

文書３２７ 被疑事実通知書４９ 

文書３２８ 被疑事実通知書５０ 

文書３２９ 被疑事実通知書５１ 

文書３３０ 被疑事実通知書５２ 

文書３３１ 被疑事実通知書５３ 

文書３３２ 被疑事実通知書５４ 

文書３３３ 被疑事実通知書５５ 

文書３３４ 被疑事実通知書５６ 

文書３３５ 被疑事実通知書５７ 

文書３３６ 被疑事実通知書５８ 

文書３３７ 被疑事実通知書５９ 

文書３３８ 被疑事実通知書６０ 

文書３３９ 被疑事実通知書６１ 

文書３４０ 被疑事実通知書６２ 

文書３４１ 被疑事実通知書６３ 

文書３４２ 被疑事実通知書６４ 

文書３４３ 被疑事実通知書６５ 

文書３４４ 被疑事実通知書６６ 

文書３４５ 被疑事実通知書６７ 

文書３４６ 被疑事実通知書６８ 

文書３４７ 被疑事実通知書６９ 

文書３４８ 被疑事実通知書７０ 

文書３４９ 被疑事実通知書７１ 

文書３５０ 申立却下通知書 

文書３５１ 申立却下通知書について 

文書３５２ 申立却下通知書について【起案用紙のみ】 

文書３５３ 懲戒に係る調査の委嘱について１ 

文書３５４ 懲戒に係る調査の委嘱について２ 

文書３５５ 懲戒に係る調査の委嘱について【起案用紙のみ】 

文書３５６ 自衛官の規律違反被疑事案について 

文書３５７ 申立書１ 

文書３５８ 申立書２ 

文書３５９ 申立書３ 

文書３６０ 申立書４ 

文書３６１ 申立書５ 
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文書３６２ 申立書６ 

文書３６３ 申立書７ 

文書３６４ 申立書８ 

文書３６５ 申立書９ 

文書３６６ 申立書１０ 

文書３６７ 申立書１１ 

文書３６８ 申立書１２ 

文書３６９ 申立書１３ 

文書３７０ 申立書１４ 

文書３７１ 申立書１５ 

文書３７２ 申立書１６ 

文書３７３ 申立書１７ 

文書３７４ 申立書１８ 

文書３７５ 申立書１９ 

文書３７６ 申立書２０ 

文書３７７ 申立書２１ 

文書３７８ 申立書２２ 

文書３７９ 申立書２３ 

文書３８０ 申立書２４ 

文書３８１ 申立書２５ 

文書３８２ 申立書２６ 

文書３８３ 申立書２７ 

文書３８４ 申立書２８ 

文書３８５ 供述調書１ 

文書３８６ 供述調書２ 

文書３８７ 供述調書３ 

文書３８８ 供述調書４ 

文書３８９ 供述調書５ 

文書３９０ 供述調書６ 

文書３９１ 供述調書７ 

文書３９２ 供述調書８ 

文書３９３ 供述調書９ 

文書３９４ 供述調書１０ 

文書３９５ 供述調書１１ 

文書３９６ 供述調書１２ 

文書３９７ 供述調書１３ 

文書３９８ 供述調書１４ 

文書３９９ 供述調書１５ 
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文書４００ 供述調書１６ 

文書４０１ 供述調書１７ 

文書４０２ 供述調書１８ 

文書４０３ 供述調書１９ 

文書４０４ 供述調書２０ 

文書４０５ 供述調書２１ 

文書４０６ 供述調書２２ 

文書４０７ 供述調書２３ 

文書４０８ 供述調書２４ 

文書４０９ 供述調書２５ 

文書４１０ 供述調書２６ 

文書４１１ 供述調書２７ 

文書４１２ 供述調書２８ 

文書４１３ 供述調書２９ 

文書４１４ 供述調書３０ 

文書４１５ 供述調書３１ 

文書４１６ 供述調書３２ 

文書４１７ 供述調書３３ 

文書４１８ 供述調書３４ 

文書４１９ 供述調書３５ 

文書４２０ 供述調書３６ 

文書４２１ 供述調書３７ 

文書４２２ 供述調書３８ 

文書４２３ 供述調書３９ 

文書４２４ 供述調書４０ 

文書４２５ 供述調書４１ 

文書４２６ 供述調書４２ 

文書４２７ 供述調書４３ 

文書４２８ 供述調書４４ 

文書４２９ 供述調書４５ 

文書４３０ 供述調書４６ 

文書４３１ 供述調書４７ 

文書４３２ 供述調書４８ 

文書４３３ 供述調書４９ 

文書４３４ 供述調書５０ 

文書４３５ 供述調書５１ 

文書４３６ 供述調書５２ 

文書４３７ 供述調書５３ 
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文書４３８ 供述調書５４ 

文書４３９ 供述調書５５ 

文書４４０ 供述調書５６ 

文書４４１ 供述調書５７ 

文書４４２ 供述調書５８ 

文書４４３ 供述調書５９ 

文書４４４ 供述調書６０ 

文書４４５ 供述調書６１ 

文書４４６ 供述調書６２ 

文書４４７ 供述調書６３ 

文書４４８ 供述調書６４ 

文書４４９ 供述調書６５ 

文書４５０ 供述調書６６ 

文書４５１ 供述調書６７ 

文書４５２ 供述調書６８ 

文書４５３ 供述調書６９ 

文書４５４ 供述調書７０ 

文書４５５ 供述調書７１ 

文書４５６ 供述調書７２ 

文書４５７ 供述調書７３ 

文書４５８ 供述調書７４ 

文書４５９ 供述調書７５ 

文書４６０ 供述調書７６ 

文書４６１ 供述調書７７ 

文書４６２ 供述調書７８ 

文書４６３ 供述調書７９ 

文書４６４ 供述調書８０ 

文書４６５ 供述調書８１ 

文書４６６ 供述調書８２ 

文書４６７ 供述調書８３ 

文書４６８ 供述調書８４ 

文書４６９ 供述調書８５ 

文書４７０ 供述調書８６ 

文書４７１ 供述調書８７ 

文書４７２ 供述調書８８ 

文書４７３ 供述調書８９ 

文書４７４ 供述調書９０ 

文書４７５ 供述調書９１ 



 19 

文書４７６ 供述調書９２ 

文書４７７ 供述調書９３ 

文書４７８ 供述調書９４ 

文書４７９ 供述調書９５ 

文書４８０ 供述調書９６ 

文書４８１ 供述調書９７ 

文書４８２ 供述調書９８ 

文書４８３ 供述調書９９ 

文書４８４ 供述調書１００ 

文書４８５ 供述調書１０１ 

文書４８６ 供述調書１０２ 

文書４８７ 供述調書１０３ 

文書４８８ 供述調書１０４ 

文書４８９ 供述調書１０５ 

文書４９０ 供述調書１０６ 

文書４９１ 供述調書１０７ 

文書４９２ 供述調書１０８ 

文書４９３ 供述調書１０９ 

文書４９４ 供述調書１１０ 

文書４９５ 供述調書１１１ 

文書４９６ 供述調書１１２ 

文書４９７ 供述調書１１３ 

文書４９８ 供述調書１１４ 

文書４９９ 供述調書１１５ 

文書５００ 供述調書１１６ 

文書５０１ 供述調書１１７ 

文書５０２ 供述調書１１８ 

文書５０３ 供述調書１１９ 

文書５０４ 供述調書１２０ 

文書５０５ 供述調書１２１ 

文書５０６ 供述調書１２２ 

文書５０７ 供述調書１２３ 

文書５０８ 供述調書１２４ 

文書５０９ 供述調書１２５ 

文書５１０ 供述調書１２６ 

文書５１１ 供述調書１２７ 

文書５１２ 供述調書１２８ 

文書５１３ 供述調書１２９ 
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文書５１４ 供述調書１３０ 

文書５１５ 供述調書１３１ 

文書５１６ 供述調書１３２ 

文書５１７ 供述調書１３３ 

文書５１８ 供述調書１３４ 

文書５１９ 供述調書１３５ 

文書５２０ 供述調書１３６ 

文書５２１ 供述調書１３７ 

文書５２２ 供述調書１３８ 

文書５２３ 供述調書１３９ 

文書５２４ 供述調書１４０ 

文書５２５ 供述調書１４１ 

文書５２６ 供述調書１４２ 

文書５２７ 供述調書１４３ 

文書５２８ 供述調書１４４ 

文書５２９ 供述調書１４５ 

文書５３０ 供述調書１４６ 

文書５３１ 供述調書１４７ 

文書５３２ 供述調書１４８ 

文書５３３ 供述調書１４９ 

文書５３４ 供述調書１５０ 

文書５３５ 供述調書１５１ 

文書５３６ 供述調書１５２ 

文書５３７ 供述調書１５３ 

文書５３８ 供述調書１５４ 

文書５３９ 供述調書１５５ 

文書５４０ 供述調書１５６ 

文書５４１ 供述調書１５７ 

文書５４２ 供述調書１５８ 

文書５４３ 供述調書１５９ 

文書５４４ 供述調書１６０ 

文書５４５ 供述調書１６１ 

文書５４６ 供述調書１６２ 

文書５４７ 供述調書１６３ 

文書５４８ 供述調書１６４ 

文書５４９ 供述調書１６５ 

文書５５０ 供述調書１６６ 

文書５５１ 供述調書１６７ 
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文書５５２ 供述調書１６８ 

文書５５３ 供述調書１６９ 

文書５５４ 供述調書１７０ 

文書５５５ 供述調書１７１ 

文書５５６ 供述調書１７２ 

文書５５７ 供述調書１７３ 

文書５５８ 供述調書１７４ 

文書５５９ 供述調書１７５ 

文書５６０ 供述調書１７６ 

文書５６１ 供述調書１７７ 

文書５６２ 供述調書１７８ 

文書５６３ 供述調書１７９ 

文書５６４ 供述調書１８０ 

文書５６５ 供述調書１８１ 

文書５６６ 供述調書１８２ 

文書５６７ 供述調書１８３ 

文書５６８ 供述調書１８４ 

文書５６９ 供述調書１８５ 

文書５７０ 供述調書１８６ 

文書５７１ 供述調書１８７ 

文書５７２ 供述調書１８８ 

文書５７３ 供述調書１８９ 

文書５７４ 供述調書１９０ 

文書５７５ 供述調書１９１ 

文書５７６ 供述調書１９２ 

文書５７７ 供述調書１９３ 

文書５７８ 供述調書１９４ 

文書５７９ 供述調書１９５ 

文書５８０ 供述調書１９６ 

文書５８１ 供述調書１９７ 

文書５８２ 供述調書１９８ 

文書５８３ 供述調書１９９ 

文書５８４ 供述調書２００ 

文書５８５ 供述調書２０１ 

文書５８６ 供述調書２０２ 

文書５８７ 供述調書２０３ 

文書５８８ 供述調書２０４ 

文書５８９ 供述調書２０５ 
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文書５９０ 供述調書２０６ 

文書５９１ 供述調書２０７ 

文書５９２ 供述調書２０８ 

文書５９３ 供述調書２０９ 

文書５９４ 供述調書２１０ 

文書５９５ 供述調書２１１ 

文書５９６ 供述調書２１２ 

文書５９７ 供述調書２１３ 

文書５９８ 供述調書２１４ 

文書５９９ 供述調書２１５ 

文書６００ 供述調書２１６ 

文書６０１ 供述調書２１７ 

文書６０２ 供述調書２１８ 

文書６０３ 供述調書２１９ 

文書６０４ 供述調書２２０ 

文書６０５ 供述調書２２１ 

文書６０６ 供述調書２２２ 

文書６０７ 供述調書２２３ 

文書６０８ 供述調書２２４ 

文書６０９ 供述調書２２５ 

文書６１０ 供述調書２２６ 

文書６１１ 供述調書２２７ 

文書６１２ 供述調書２２８ 

文書６１３ 供述調書２２９ 

文書６１４ 供述調書２３０ 

文書６１５ 供述調書２３１ 

文書６１６ 供述調書２３２ 

文書６１７ 供述調書２３３ 

文書６１８ 供述調書２３４ 

文書６１９ 供述調書２３５ 

文書６２０ 供述調書２３６ 

文書６２１ 供述調書２３７ 

文書６２２ 供述調書２３８ 

文書６２３ 供述調書２３９ 

文書６２４ 供述調書２４０ 

文書６２５ 供述調書２４１ 

文書６２６ 供述調書２４２ 

文書６２７ 供述調書２４３ 
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文書６２８ 供述調書２４４ 

文書６２９ 供述調書２４５ 

文書６３０ 供述調書２４６ 

文書６３１ 供述調書２４７ 

文書６３２ 供述調書２４８ 

文書６３３ 供述調書２４９ 

文書６３４ 供述調書２５０ 

文書６３５ 供述調書２５１ 

文書６３６ 供述調書２５２ 

文書６３７ 答申書１ 

文書６３８ 答申書２ 

文書６３９ 答申書３ 

文書６４０ 処分検討案１ 

文書６４１ 処分検討案２ 

文書６４２ 処分検討案３ 

文書６４３ 処分検討案４ 

文書６４４ 処分検討案５ 

文書６４５ 処分検討案６ 

文書６４６ 処分検討案７ 

文書６４７ 処分検討案８ 

文書６４８ 処分検討案９ 

文書６４９ 処分検討案１０ 

文書６５０ 処分検討案１１ 

文書６５１ 処分検討案１２ 

文書６５２ 処分検討案１３ 

文書６５３ 処分検討案１４ 

文書６５４ 処分検討案１５ 

文書６５５ 護衛艦「たちかぜ」アンケート事案 特命監察における監察班

に係る懲戒手続きについて 

文書６５６ 護衛艦「たちかぜ」アンケート事案における不適切な行政文書

管理について１ 

文書６５７ 護衛艦「たちかぜ」アンケート事案における不適切な行政文書

管理について２ 

文書６５８ 護衛艦「たちかぜ」アンケート事案における不適切な行政文書

管理について３ 

文書６５９ 護衛艦「たちかぜ」アンケート事案における不適切な行政文書

管理について４ 

文書６６０ 護衛艦「たちかぜ」アンケート事案における不適切な行政文書
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管理について５ 

文書６６１ 護衛艦「たちかぜ」アンケート事案における不適切な行政文書

管理について６ 

文書６６２ 横監＊＊＊が保管していたアンケートの写しにかかる規律違反

１ 

文書６６３ 横監＊＊＊が保管していたアンケートの写しにかかる規律違反

２ 

文書６６４ 横監＊＊＊が保管していたアンケートの写しにかかる規律違反

３ 

文書６６５ 横監＊＊＊が保管していたアンケートの写しにかかる規律違反

４ 

文書６６６ 手紙１ 

文書６６７ 手紙２ 

文書６６８ 手紙３ 

文書６６９ 手紙４ 

文書６７０ 経歴１ 

文書６７１ 経歴２ 

文書６７２ 経歴３ 

文書６７３ ○月までの計画１ 

文書６７４ ○月までの計画２ 

文書６７５ ○月までの計画３ 

文書６７６ ○月までの計画４ 

文書６７７ ○月までの計画５ 

文書６７８ ○月までの計画６ 

文書６７９ ○月までの計画７ 

文書６８０ ○月までの計画８ 

文書６８１ ○月までの計画９ 

文書６８２ ○月までの計画１０ 

文書６８３ ○月までの計画１１ 

文書６８４ ○月までの計画１２ 

文書６８５ ○月までの計画１３ 

文書６８６ ○月までの計画１４ 

文書６８７ ○月までの計画１５ 

文書６８８ 組織図１ 

文書６８９ 組織図２ 

文書６９０ 組織図３ 

文書６９１ 組織図４ 

文書６９２ たちかぜアンケート事案特命監察にかかる懲戒手続の実施につ
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いて１ 

文書６９３ たちかぜアンケート事案特命監察にかかる懲戒手続の実施につ

いて２ 

文書６９４ 護衛艦「たちかぜ」アンケート事案に係る懲戒手続について

（報告）１ 

文書６９５ 護衛艦「たちかぜ」アンケート事案に係る懲戒手続について

（報告）２ 

文書６９６ たちかぜアンケート事案にかかる調査の再開及び追加聴取り調

査対象となった者の懲戒手続について１ 

文書６９７ たちかぜアンケート事案にかかる調査の再開及び追加聴取り調

査対象となった者の懲戒手続について２ 

文書６９８ たちかぜアンケート事案にかかる調査の再開及び追加聴取り調

査対象となった者の懲戒手続について３ 

文書６９９ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告） 

文書７００ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告）別紙第２付紙第１～第５ １ 

文書７０１ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告）別紙第２付紙第１～第５ ２ 

文書７０２ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告）別紙第２付紙第１～第５ ３ 

文書７０３ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告）別紙第２付紙第１～第５ ４ 

文書７０４ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告）別紙第２付紙第１～第５ ５ 

文書７０５ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告）別紙第２付紙第１～第５ ６ 

文書７０６ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告）別紙第２付紙第６・第７ 

文書７０７ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告）別紙第２付紙第８ 

文書７０８ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒手続の実施について（中

間報告）別紙第２付紙第１～第５及び第８ 

文書７０９ 平成２４年度特命監察（護衛艦「たちかぜ」アンケート事案）

に関する追加調査について１ 

文書７１０ 平成２４年度特命監察（護衛艦「たちかぜ」アンケート事案）

に関する追加調査について２ 

文書７１１ 平成２４年度特命監察（護衛艦「たちかぜ」アンケート事案）
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に関する追加調査について３ 

文書７１２ 横監＊＊＊文書管理担当者等名簿 

文書７１３ 「たちかぜ」アンケート事案事実関係１ 

文書７１４ 「たちかぜ」アンケート事案事実関係２ 

文書７１５ たちかぜアンケート事案処分量定（案）一覧１ 

文書７１６ たちかぜアンケート事案処分量定（案）一覧２ 

文書７１７ たちかぜアンケート事案処分量定（案）一覧３ 

文書７１８ 隊員に対する訓戒について 

文書７１９ 訓戒書 

文書７２０ 隊員に対する訓戒について【起案用紙のみ】 

文書７２１ ＊＊＊の問い合わせ関連Ｑ＆Ａ１ 

文書７２２ ＊＊＊の問い合わせ関連Ｑ＆Ａ２ 

文書７２３ ＊＊＊海自３佐懲戒処分関連Ｑ＆Ａ１ 

文書７２４ ＊＊＊海自３佐懲戒処分関連Ｑ＆Ａ２ 

文書７２５ ＊＊＊海自３佐懲戒処分関連Ｑ＆Ａ３ 

文書７２６ ＊＊＊海自３佐懲戒処分関連Ｑ＆Ａ４ 

文書７２７ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒処分について（案） 

文書７２８ たちかぜアンケート事案にかかる懲戒処分等（案） 

文書７２９ 海幕＊＊＊での「アンケート（写）を含むファイル」の流れ 

文書７３０ 経過概要１ 

文書７３１ 経過概要２ 

文書７３２ 処分申渡しの実施について１ 

文書７３３ 処分申渡しの実施について２ 

文書７３４ 文書リスト１ 

文書７３５ 文書リスト２ 

文書７３６ 「たちかぜ」海自３佐懲戒処分関連Ｑ＆Ａ１ 

文書７３７ 「たちかぜ」海自３佐懲戒処分関連Ｑ＆Ａ２ 

文書７３８ 「たちかぜ」海自３佐懲戒処分関連Ｑ＆Ａ３ 

文書７３９ 「たちかぜ」アンケート事案にかかる調査結果について１ 

文書７４０ 「たちかぜ」アンケート事案にかかる調査結果について２ 

文書７４１ たちかぜアンケート事案における公判，処分・公表時期に関す

る検討（案） 

文書７４２ たちかぜアンケート事案等における追加調査報告，懲戒手続，

処分・公表時期等（案） 

文書７４３ 質疑応答 

文書７４４ たちかぜアンケート事案にかかる調査結果の与える影響等につ

いて 

文書７４５ 「たちかぜ」アンケート事案の概要 
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文書７４６ たちかぜアンケート事案審理の目的等（その１）（その２） 

文書７４７ 住所・宛名 

文書７４８ ２次担当再割り当て 

文書７４９ 「被疑事実通知発送に伴う優先順位」及び「被疑事実通知書確

認，検討事項」 

文書７５０ たちかぜアンケート事案被疑事実通知数（２５．１２．１０現

在） 

文書７５１ 手紙５ 

文書７５２ Ｑ＆Ａ 

文書７５３ 懲戒手続の概要 

文書７５４ ダンボールでの中継文書 

文書７５５ 受領書・審理辞退届記入要領 

文書７５６ 受領書・審理辞退届フォーマット 

文書７５７ 申立書フォーマット 

文書７５８ 懲戒処分宣告書フォーマット 

 

 

３（先例答申Ａの関連部分の抜粋） 

 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）本件対象文書の保有の有無について，当審査会事務局職員をして諮問

庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

上記第３の２のとおり，本件開示請求及び本件審査請求を受けて，海

上幕僚監部の関係部局を探索したが，本件対象文書の存在は確認できな

かった。そのため，本件開示請求と一部同旨の開示請求に対し，対象文

書を保有していないとして不開示とする処分庁の決定を妥当とした先例

答申も踏まえ，本件対象文書を不存在のため不開示とした。 

（２）本件諮問に伴い，当審査会において改めて審議したところ，本件対象

文書の存在は確認できなかった旨の上記（１）の諮問庁の説明が不自

然・不合理とはいえず，また，先例答申（平成３０年度（行情）答申第

２５２号。以下「先例答申」という。）における対象文書の保有の有無

に係る判断を変更すべき事情の変化は認められないことから，これと同

一の判断に至った。その判断の理由は別紙２のとおりであり，その内容

は，先例答申と同旨である。 

 

別紙２（先例答申の関連部分の抜粋） 
 

（２）本件対象文書２の保有の有無について 
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ア 本件対象文書２の保有の有無について，当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 
（ア）防衛省・自衛隊では，自衛隊法施行規則（以下「施行規則」とい

う。）８５条（懲戒手続の特例）の規定に基づき審理を省略する場

合に，次官通達（当審査会注 平成２０年１月１８日付事務次官通

達（防人服第８０９号）を指す。以下同じ。）において，被疑隊員

に被疑事実通知書を送達する際に，審理の意義や懲戒手続の内容を

記載した書面を添付することとされている。 
（イ）本件開示請求にいう「②の人々」とは，異議申立人のいう「特定

事件」に関連し，規則違反の疑いがあるものとして調査の対象とな

った者と解されるところ，当該対象者（被疑事実通知書の通知を受

けた者）のうち，防衛省本省がある市ヶ谷地区又はその近傍にいる

対象者には対面での説明を行った後に審理の意義や懲戒手続の内容

を記載した書面を手交し，それ以外の対象者については，当該書面

を送付している。 
（ウ）したがって，本件開示請求にいう「②の人々のうち，それが送ら

れなかった」者とは，当該対象者のうち，当該書面の手交や送付を

受けなかった者と解されるが，そのような者はおらず，「②の人々

のうち，それが送られなかったのが誰か分かる文書」に該当する文

書は作成も取得もしていない。 
（エ）一方，審理の意義や懲戒手続の内容を記載した書面については，

上記（イ）のとおり，被疑事実通知書の通知を受けた者に手交又は

送付しているものの，本件開示請求を受け，海上幕僚監部の関係部

署において執務室内の机，書庫及びパソコン上のファイル等の探索

を行ったが，その存在を確認することはできなかった。 
（オ）当該書面について，異議申立人は意見書において，「理由説明書

には『作成』していないとある」旨主張する。しかしながら，理由

説明書の記載は「その作成及び取得を確認することができなかった」

である。当該記載の趣旨は，本件開示請求に該当する文書について

探索したところ，その保有を確認できなかったことから，これに加

えて，当時，職務上関係したと思われる職員に聞き取りを行ったが，

それでも当該文書の発見に至らなかったことを説明しているもので

あり，当該書面を作成していないという趣旨ではない。 
（カ）本件異議申立てを受け，再度上記（エ）と同様の探索を行うとと

もに，対象者に手交又は送付した審理の意義や懲戒手続の内容を記

載した書面の保存期間や当該書面をつづったと考えられる行政文書

ファイルの行政文書ファイル管理簿への登録の有無等，探索の手掛

かりとなり得る当該書面の取扱いについても上記（オ）と同様に聞
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き取りを行ったものの判然とせず，当該書面の保有を確認すること

はできなかった。 
（キ）なお，異議申立人が対象文書として特定すべきと主張する特定文

書１ないし特定文書４は，いずれも被疑事実通知書の通知を受けた

者に手交又は送付した審理の意義や懲戒手続の内容を記載した書面

とは異なるため，本件請求文書３（本件対象文書２）には該当しな

い。 
イ 諮問庁から施行規則及び次官通達の提示を受けて確認したところ，

その内容は諮問庁の上記ア（ア）のとおりであると認められる。しか

しながら，審理の意義や懲戒手続の内容を記載した書面を作成の上，

特定事件に関連して被疑事実通知書の通知を受けた者に手交又は送付

したものの，本件開示請求時点において当該書面の所在が不明であり，

当該書面の保存期間や行政文書ファイル管理簿への登録状況も判然と

せず，もはやその保有さえ確認できない旨の上記ア（イ）ないし（キ）

の諮問庁の説明については，にわかに首肯し難い。 
特に，当該書面の本来の保存期間が，諮問庁の関係部署の標準文書

保存期間基準において最も短い分類である１年であったとしても，

本件開示請求時点では保存期間を満了していないことに鑑みても，

実際には当初から当該書面を作成又は取得していなかったとの疑い

を抱かざるを得ないものの，いずれにしても当該書面を保有してい

ないとする説明については，これを覆すに足りる事情も見いだせな

いことから，防衛省において本件対象文書２を保有しているとは認

められない。 
 

本件請求文書１ ①平成１９年の文書管理状況点検において，不適切な文

書管理をしたとされた２３３名の海上自衛隊の文書管理

者及びその部下らに対して発せられた被疑事実通知書 
本件請求文書２ ②特定年月Ａ頃，海幕服務室は特定事件の関係者約２０

０名に対し被疑事実通知書を送付したが，関係者のうち

被疑事実通知書が送られなかった者が誰か，及びその理

由が分かる文書 
本件請求文書３ ③②の人々に送られた，審理の意義・内容について説明

する文書（平成２０年の事務次官通達参照。）及び，②

の人々のうち，それが送られなかったのが誰か分かる文

書 
本件請求文書４ ④海幕服務室が，①の人々より特定事件公益通報者の方

が文書管理が悪質だと判断した根拠が分かる文書 
本件請求文書５ ⑤②のうち，審理辞退届フォーマット及び記入要領を送
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付したのが誰か分かる文書。及び，それらの人々につい

て自衛隊法施行規則８５条２項の要件が満たされると判

断した根拠が分かる文書（「軽処分を超える」「事実が

明白」「争う余地がない」） 
 

本件対象文書１ ①平成１９年の文書管理状況点検において，不適切な文

書管理をしたとされた２３３名の海上自衛隊の文書管理

者及びその部下らに対して発せられた被疑事実通知書 
本件対象文書２ ③②の人々に送られた，審理の意義・内容について説明

する文書（平成２０年の事務次官通達参照。）及び②の

人々のうち，それが送られなかったのが誰か分かる文書 
本件対象文書３ ④海幕服務室が，①の人々より特定事件公益通報者の方

が文書管理が悪質だと判断した根拠が分かる文書 
本件対象文書４ ⑤②のうち，審理辞退届フォーマット及び記入要領を送

付したのが誰か分かる文書及びそれらの人々について自

衛隊法施行規則８５条２項の要件が満たされると判断し

た根拠が分かる文書（「軽処分を超える」「事実が明

白」「争う余地がない」） 

 

 

４（先例答申Ｂの関連部分の抜粋） 
 

２ 本件対象文書の保有の有無について 
（１）本件対象文書の保有の有無について，当審査会事務局職員をして諮問

庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 
ア 公益通報者保護法において，公益通報者とは，公益通報をした者を

指すこと（同法２条２項）を踏まえ，本件対象文書については，本件

の開示請求文言から，たちかぜに関する不特定の公益通報者を厳罰に

処するよう求める旨の，海上幕僚監部法務室等で作成された文書を求

めているものと解した。 
イ 公益通報者保護法においては，公益通報者に対して，公益通報をし

たことを理由として免職その他不利益な取扱いをすることが禁止され

ている（同法９条）。 
ウ そうすると，不特定のたちかぜ公益通報者について，公益通報をし

たことを理由として厳罰に処するよう求めることは，違法な要求にな

り，仮にかかる違法な要求が行われていたとしても，通常，明確な違

法行為を促す内容の行政文書が作成・保存されることはない。本件で

は，そもそも海上幕僚監部において公益通報者の「厳罰」を求めるよ
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うな議論や検討が行われていた記録は確認できず，また，本件対象文

書を作成していた事実も確認できなかった。 
エ 念のため，本件審査請求を受け，改めて関係部署において，机，書

庫，パソコン内のファイル等を探索したものの，本件対象文書に該当

する文書の保有を確認することができなかったことから，文書不存在

につき不開示とした。 
（２）公益通報者に対して公益通報をしたことを理由として不利益な取扱い

をすることは違法行為であって，そのような行政文書を通常作成するこ

とはないものと認められる。また，海上幕僚監部において公益通報者の

「厳罰」を求めるような議論や検討が行われていた記録は確認できず，

本件対象文書を作成していた事実は確認できなかったなどとする上記

（１）ウの諮問庁の説明は特段不自然・不合理とはいえない。加えて，

審査請求人において，本件対象文書に該当する文書が存在するという具

体的な根拠に関する主張等もない上，他に本件対象文書に該当する文書

の存在をうかがわせる事情も認められない。また，上記（１）エの探索

の範囲も不十分とはいえないことからすると，防衛省において，本件対

象文書を保有しているとは認められない。 

 


